
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　前記駆動電源のオフ時に設定されている調光が自動調光であるか手動調光であるかを判
定する判定手段

備え、
　前記判定手段において前記調光が自動調光であると判定された場合には、前記比較手段
において、前記記憶手段から読み出された前記調光設定値と比較する前記所定値として被
写体距離と光量とを基に設定される第１の所定値を用い、前記判定手段において前記調光
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照明光を出射する光源と、
　前記照明光の少なくとも一部を透過する開口が形成された絞り羽根を有し、該絞り羽根
の角度に応じて前記照明光の透過光量を可変する絞りと、
　前記透過光量を示す調光設定値に基づいて前記絞りを駆動し、前記絞り羽根の角度を可
変する駆動手段と、
　駆動電源のオフに応じて操作者によって設定された調光設定値を記憶する記憶手段と、
　前記駆動電源の投入に応じて前記記憶手段から前記調光設定値を読み出し、この前記記
憶手段から読み出された前記調光設定値と所定値とを比較する比較手段と、
　該比較手段において前記記憶手段に記憶されている前記調光設定値が前記所定値を超え
ていると判定された場合には、前記所定値を新たな調光設定値として設定し、前記記憶手
段に記憶されている前記調光設定値が前記所定値を超えていない場合には、前記記憶手段
に記憶されている前記調光設定値をそのまま調光設定値として設定する調光設定手段と、

と、
を



が手動調光であると判定された場合には、前記記憶手段から読み出された前記調光設定値
と比較する前記所定値として絞りの絞りバネ角度を基に設定される第２の所定値を用いる
ことを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　

　前記駆動電源のオフ時に設定されている調光が自動調光であるか手動調光であるかを判
定する判定手段と

備え、
　前記判定手段において前記調光が手動調光であると判定された場合には、前回の手動調
光を解除して、調光を自動調光に設定することを特徴とした請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
　前記駆動電源のオフ時には、内視鏡装置の使用時に設定した各種操作条件の設定値が所
定の操作条件設定値として前記記憶手段に記憶されることを特徴とした請求項１ に
記載の 。
【請求項４】
　前記駆動電源のオン時には、各種光学フィルタを有するターレットの前回使用の光学フ
ィルタに関係なく、前記光源からの前記照明光をそのまま透過させる通常フィルタが光路
上に設定されることを特徴とした請求項１から のいずれか１つに記載の光源装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、調光機能を有する光源装 関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から体腔内や細径管内の診断や観察等に内視鏡装置が用いられている。この内視鏡装
置は、体腔内や細径管内に挿入される挿入部とその挿入部を体腔内や細径管内の形状に応
じて、湾曲操作する操作部からなり、その操作部から挿入部にかけて、照明光を案内する
ライトガイドや照明光で反射された被写体光を案内するイメージガイド等が敷設されると
共に、前記操作部には、前記イメージガイドを介して案内された被写体光を肉眼で観察す
る接眼部とライトガイドに所定の光量の照明光を入射させる光源装置の接続部等が設けら
れている。
【０００３】
なお、近年は、前記挿入部の先端に固体撮像素子を配置したり、または前記操作部のイメ
ージガイド端に固体撮像素子を配置して、ライトガイドから投射された照明光を反射した
被写体光を前記固体撮像素子で撮像して電子画像信号化し、その電子画像信号をモニター
に表示する電子内視鏡装置も開発実用化されている。
【０００４】
　このような内視鏡装置を用いて診断や観察する際には、診断や観察部位に応じて、診断
や観察部位に投射する照明の光量や照明光の波長等の選択設定、およびその他の操作条件
を設定できようになっ いる。
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照明光を出射する光源と、
　前記照明光の少なくとも一部を透過する開口が形成された絞り羽根を有し、該絞り羽根
の角度に応じて前記照明光の透過光量を可変する絞りと、
　前記透過光量を示す調光設定値に基づいて前記絞りを駆動し、前記絞り羽根の角度を可
変する駆動手段と、
　駆動電源のオフに応じて操作者によって設定された調光設定値を記憶する記憶手段と、
　前記駆動電源の投入に応じて前記記憶手段から前記調光設定値を読み出し、この前記記
憶手段から読み出された前記調光設定値と所定値とを比較する比較手段と、
　該比較手段において前記記憶手段に記憶されている前記調光設定値が前記所定値を超え
ていると判定された場合には、前記所定値を新たな調光設定値として設定し、前記記憶手
段に記憶されている前記調光設定値が前記所定値を超えていない場合には、前記記憶手段
に記憶されている前記調光設定値をそのまま調光設定値として設定する調光設定手段と、

、
を

又は２
光源装置

３

置に

て



【０００５】
この操作条件の設定には、多くの時間を要している。特に、照明光の波長や光量は、診断
観察部位によって最適な条件設定には、多くの時間を要する。そのために、内視鏡装置を
用いて診断観察した際の照明光の波長や調光量を始めとする各種操作条件を記憶させてお
き、次回の内視鏡装置を使用する際には、記憶されている前回の操作条件を読み出して、
その読み出した操作条件の下で内視鏡装置による診断観察時が実行できるように初期設定
を行い、この初期設定条件から個々の診断観察部位の対応した操作条件に変更しながら内
視鏡診断観察が実行できるようになっている。
【０００６】
これにより、内視鏡装置による診断観察時の操作条件の初期設定が速やかに短時間で実行
可能としている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
従来の内視鏡装置は、内視鏡診断観察時の操作条件を記憶し、その記憶されている前回操
作条件を読み出して、その内視鏡装置の次回の診断観察時の初期操作条件を設定している
。
【０００８】
しかしながら、前回の内視鏡診断観察時に、例えば、照明光を最大光量にして、診断観察
し、その診断観察終了後に、内視鏡装置の駆動電源をオフすると、その駆動電源オフ時の
照明光の光量が最大である操作条件が記憶されることになる。
【０００９】
また、内視鏡診断観察終了後の内視鏡撤収収納時に、誤って照明を最大光量状態として駆
動電源オフにすると、その誤って設定した照明光量の最大状態が記憶されることになる。
【００１０】
この前回操作条件である照明光量最大であることが記憶された内視鏡装置を用いて、次の
診断観察部位の内視鏡診断観察を行う際に、駆動電源をオンすると前回の操作条件が読み
出されて、照明光量最大の条件で駆動される。
【００１１】
このように、前回の診断観察時の照明光量が最大であった内視鏡装置を今回の診断観察の
ために、介助者が準備し、内視鏡装置の駆動電源をオンさせてから、実際に術者による内
視鏡診断観察までしばらく放置されて、実際の診断観察までに長時間経過することがある
。
【００１２】
この場合、内視鏡装置は、照明光量が最大状態で放置されることになり、その最大光量の
照明光により、例えば、光源装置と内視鏡装置とを接続するライトガイドコネクタや内視
鏡装置の挿入部先端のライトガイドの前面に設けられた照明レンズ、およびライトガイド
が配置されている挿入部等で発熱することがあった。
【００１３】
この発熱により、前記内視鏡装置のライトガイドコネクタ、挿入部先端の照明レンズ、あ
るいは挿入部の劣化や駆動電力の浪費となる課題がある。
【００１７】
本発明は、上記課題に鑑み、前回の操作条件で、照明光量が最大の場合、発熱や駆動電力
の浪費を抑制可能な内視鏡システムを提供することを目的としている。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　この課題を解決するために、本発明の
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光源装置は、照明光を出射する光源と、前記照明
光の少なくとも一部を透過する開口が形成された絞り羽根を有し、該絞り羽根の角度に応
じて前記照明光の透過光量を可変する絞りと、前記透過光量を示す調光設定値に基づいて
前記絞りを駆動し、前記絞り羽根の角度を可変する駆動手段と、駆動電源のオフに応じて
操作者によって設定された調光設定値を記憶する記憶手段と、前記駆動電源の投入に応じ



。

【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。図１は本発明に係る
内視鏡システムの一実施の形態を示すブロック図で、図２は本発明に係る内視鏡システム
に用いる光源装置の調光制御機能を示すブロック図で、図３は本発明に係る内視鏡システ
ムの調光動作を説明するフローチャートで、図４は本発明に係る内視鏡システムの被写体
輝度信号と絞りの関係を説明する説明図で、図５は本発明に係る内視鏡システムの被写体
輝度信号と調光調整の動作を説明するフローチャートである。
【００２７】
本発明の内視鏡システムは、図１に示すように、内視鏡スコープ（以下、スコープと称す
る）１１、ビデオプロセッサ１２、光源装置１３、およびモニタ１４から構成されている
。
【００２８】
スコープ１１の先端には、照明用レンズ１５とＣＣＤ１６が設けられている。この照明用
レンズ１５には、前記スコープ１１の基端側に設けられたライトガイドコネクタ１８から
挿通されたライトガイド１９の先端が配置されている。前記ＣＣＤ１６には、前記スコー
プ１１の基端側に設けられたコネクタ２１から挿通された信号ケーブル２０が接続されて
いる。
【００２９】
前記ライトガイド１９は、後述する光源装置１３の光源２４から投射された照明光を導光
して、照明レンズ１５から被写体１７に対して、照明光を投射させるものである。また、
前記信号ケーブル２０は、後述するビデオプロセッサ１２から前記ＣＣＤ１６を駆動させ
る駆動信号や、前記ＣＣＤ１６で前記被写体１７から反射された被写体光の基で、露光撮
像した被写体映像信号を伝送するものである。
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て前記記憶手段から前記調光設定値を読み出し、この前記記憶手段から読み出された前記
調光設定値と所定値とを比較する比較手段と、該比較手段において前記記憶手段に記憶さ
れている前記調光設定値が前記所定値を超えていると判定された場合には、前記所定値を
新たな調光設定値として設定し、前記記憶手段に記憶されている前記調光設定値が前記所
定値を超えていない場合には、前記記憶手段に記憶されている前記調光設定値をそのまま
調光設定値として設定する調光設定手段と、前記駆動電源のオフ時に設定されている調光
が自動調光であるか手動調光であるかを判定する判定手段と、を備え、前記判定手段にお
いて前記調光が自動調光であると判定された場合には、前記比較手段において、前記記憶
手段から読み出された前記調光設定値と比較する前記所定値として被写体距離と光量とを
基に設定される第１の所定値を用い、前記判定手段において前記調光が手動調光であると
判定された場合には、前記記憶手段から読み出された前記調光設定値と比較する前記所定
値として絞りの絞りバネ角度を基に設定される第２の所定値を用いる
　また、本発明の光源装置は、照明光を出射する光源と、前記照明光の少なくとも一部を
透過する開口が形成された絞り羽根を有し、該絞り羽根の角度に応じて前記照明光の透過
光量を可変する絞りと、前記透過光量を示す調光設定値に基づいて前記絞りを駆動し、前
記絞り羽根の角度を可変する駆動手段と、駆動電源のオフに応じて操作者によって設定さ
れた調光設定値を記憶する記憶手段と、前記駆動電源の投入に応じて前記記憶手段から前
記調光設定値を読み出し、この前記記憶手段から読み出された前記調光設定値と所定値と
を比較する比較手段と、該比較手段において前記記憶手段に記憶されている前記調光設定
値が前記所定値を超えていると判定された場合には、前記所定値を新たな調光設定値とし
て設定し、前記記憶手段に記憶されている前記調光設定値が前記所定値を超えていない場
合には、前記記憶手段に記憶されている前記調光設定値をそのまま調光設定値として設定
する調光設定手段と、前記駆動電源のオフ時に設定されている調光が自動調光であるか手
動調光であるかを判定する判定手段と、を備え、前記判定手段において前記調光が手動調
光であると判定された場合には、前回の手動調光を解除して、調光を自動調光に設定する
。



【００３０】
前記ライトガイド１９は、前記ライトガイドコネクタ１８により前記光源装置１３に着脱
可能で、前記信号ケーブル２０は、前記コネクタ２１により前記ビデオプロセッサ１２に
着脱可能となっている。
【００３１】
前記ビデオプロセッサ１２は、前記ＣＣＤ１６を駆動する駆動信号を生成供給すると共に
、前記ＣＣＤ１６で露光撮像された被写体映像信号を基に、テレビ映像信号を生成すると
共に、前記モニタ１４に前記ＣＣＤ１６で露光撮像した被写体像を表示する映像表示信号
を生成するものである。
【００３２】
前記光源装置１３は、前記ビデオプロセッサ１２と通信ケーブル３５で接続された制御部
２２、この制御部２２からの制御信号の基で、後述する光源２４の点灯電力を生成供給す
るスイッチングレギュレータ２３、このスイッチングレギュレータ２３からの点灯電力に
より点灯し、白色光を出射するキセノンランプ等の光源２４、この光源２４から出射され
た白色光の光路上に設けられ、前記白色光を透過させると共に、所定の光量を出力させる
通常フィルタ、前記白色光を所定の光量に減衰させる光量減衰フィルタ、前記白色光の赤
外線のみを透過させる赤外線フィルタ、および前記光源２４が点灯不可の際に点灯させる
ハロゲンランプ等の非常灯２５ａ等が配置されたターレット２５、前記光源２４の白色光
の光路上で、かつ、前記ターレット２５から出射された光量を制御する絞り２６、この絞
り２６で所定の光量に制御された前記光源２４からの白色光を赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（
Ｂ）の３原色の色フィルタを有するＲＧＢ回転フィルタ２７、前記スコープ１１内に設け
られた給水送気チャンネルに対して、給水送気するポンプ３２、およびこの光源装置１３
の操作指示用の各種ボタンや動作状態を示す各種表示機能を有するフロントパネル基板３
４からなっている。
【００３３】
前記制御部２２は、この光源装置１３の駆動を制御するマイクロプロセッサであるＣＰＵ
２２ａと、この光源装置１３の各種駆動制御シーケンスやデータを保有するＲＯＭ２２ｂ
と、この光源装置１３の駆動電源オフ時の各種駆動制御シーケンスの操作条件を記憶する
ＦＲＡＭ（強誘電体メモリ）２２ｃとからなり、前記ＦＲＡＭ２２ｃに記憶された前回の
駆動制御シーケンスの操作条件は、次回の駆動制御シーケンスの操作条件として用いるよ
うになっている。
【００３４】
前記スイッチングレギュレータ２３は、前記光源２４に対して、点灯電源を生成すると共
に、その点灯電源を安定させる安定回路等からなっており、前記制御部２２からの制御の
基で、前記光源２４に点灯電力の供給および供給停止すると共に、点灯電流の制御を行う
機能を有している。
【００３５】
前記ターレット２５は、略円盤状で、前述した通常フィルタ、光量減衰フィルタ、赤外線
フィルタ、非常灯２５ａ等が円周上に配置され、この円盤状の中心軸は、モータ２８の軸
に軸止されており、前記制御部２２からの駆動制御の基で、モータ２８を回転駆動させて
、所定のフィルタまたは非常灯２５ａが前記光源２４からの白色光の光路上に位置される
ようになっている。
【００３６】
前記絞り２６は、前記制御部２２からの駆動制御により、モータ２９を駆動させて、前記
光源２４から出射され、前記ターレット２５を通過した照明光を所定の光量になるように
開口を調整制御するようになっている。
【００３７】
前記ＲＧＢ回転フィルタ２７は、図示していないが、円盤状の基板に、赤（Ｒ）、緑（Ｇ
）、青（Ｂ）の各色透過フィルタを所定間隔で配置し、それら色透過フィルタのそれぞれ
の間は、基板によって光源２４からの照明光は、透過されないようになっている。また、
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色透過フィルタを透過した照明光は、それぞれの色透過フィルタの色光として出力される
ようになっている。このＲＧＢ回転フィルタ２７は、制御部２２からの制御の基で、モー
タ３０を所定の回転速度と回転数によって回転駆動させることで、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、
青（Ｂ）の照明光が前記ライトガイド１９と照明レンズ１５を介して、被写体１７に投射
され、このＲＧＢ各照明光毎の被写体光により、前記ＣＣＤ１６が露光撮像して、ＲＧＢ
それぞれの被写体映像信号を生成する。つまり、面順次撮像映像信号が生成される。
【００３８】
また、前記ＲＧＢ回転フィルタ２７は、制御部２２からの制御の基で、モータ３１によっ
て、前記光源２４からの照明光の光路から退避できるようになっている。
【００３９】
さらに、前記ＲＧＢ回転フィルタ２７には、図示していないが、前記色透過フィルタの最
初の開始位置に基準点を示す反射部を設けている。この基準点を示す反射部を検出するた
めのセンサ３３が設けられ、そのセンサ３３で検出した結果は、前記制御部２２に出力さ
れるようになっている。
【００４０】
前記フロントパネル基板３４には、各種操作ボタンと操作表示の例えばＬＥＤ等が設けら
れている。この操作表示には、光源装置１３に異常や故障が生じた際に、その異常を告知
するための表示手段を備えている。この異常告知手段としては、例えば、赤色ＬＥＤを点
滅させる機能や発音素子により発音によって異常を告知するなどが用いられる。
【００４１】
このフロントパネル基板の操作ボタンが操作されると、その操作ボタン情報が前記制御部
２２に伝達されて、制御部２２は、その操作ボタンに応じたシーケンスとデータをＣＰＵ
２２ａでＲＯＭ２２ｂから読み出し、その読み出したシーケンスとデータの基で、ＣＰＵ
２２ａは、前述したスイッチングレギュレータ２３やモータ２８～３１およびポンプ３２
を駆動制御する。
【００４２】
このような構成の内視鏡装置において、前記フロントパネル基板３４から光源２４の点灯
操作ボタンが操作されると、制御部２２のＣＰＵ２２ａは、ＲＯＭ２２ｂから光源２４の
点灯制御シーケンスを読み出し、ＣＰＵ２２ａに展開して前記光源２４、ターレット２５
、絞り２６、およびＲＧＢ回転フィルタ２７等の駆動制御を行う。
【００４３】
具体的には、スイッチングレギュレータ２３を駆動制御して、前記光源２４を点灯駆動さ
せる。この光源２４から出射された照明光は、制御部２２からの制御の基で選択されたタ
ーレット２５に設定されたフィルタを介し、かつ、制御部２２からの制御の基で設定され
ている絞り２６の開口で光量調整されて、前記ＲＧＢ回転フィルタ２７に入射される。こ
のＲＧＢ回転フィルタ２７は、前記制御部２２からの駆動制御の基で、所定の回転数で回
転駆動し、ＲＧＢ各透過フィルタを透過して生成されたＲＧＢ各色光の照明光を所定間隔
でライトガイドコネクタ１８からライトガイド１９へと入射される。このライトガイド１
９に入射された前記ＲＧＢ各色光は、照明レンズ１５から被写体１７に投射される。被写
体１７から反射された各ＲＧＢの各色光は、順次ＣＣＤ１６に結像し、ＲＧＢそれぞれの
映像信号を変換生成される。
【００４４】
一方、前記制御部２２は、通信ケーブル３５を介して、前記ビデオプロセッサ１２を駆動
制御して、前記ＣＣＤ１６で変換生成した各ＲＧＢ映像信号を順次取り込む。このビデオ
プロセッサ１２へＣＣＤ１６から取り込むＲＧＢ各映像信号の取り込みタイミングは、前
記ＲＧＢ回転フィルタ２７の反射部を検出した前記センサ３３の検出信号を用いて、ＲＧ
Ｂ回転フィルタ２７の回転と同期するように制御されている。
【００４５】
このビデオプロセッサ１２に取り込まれた前記ＣＣＤ１６で変換生成されたＲＧＢ各映像
信号は、合成されてテレビ映像信号を生成すると共に、前記モニタ１４を駆動して、被写
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体映像表示する表示信号を生成する。
【００４６】
さらに、前記ビデオプロセッサ１２では、前記ＲＧＢ映像信号から輝度情報を抽出して、
前記制御部２２に転送する。
【００４７】
前記ビデオプロセッサ１２からの輝度情報を基に、制御部２２は、最適被写体光となるよ
うに、前記モータ２９を駆動制御して、前記絞り２６の開口を調整制御して、前記光源２
４からＲＧＢ回転フィルタ２７に入射される光量を自動制御している。
【００４８】
このように、前記ビデオプロセッサ１２からの輝度情報の基で、前記絞り２６を駆動制御
して、自動調光制御すると共に、前記フロントパネル基板３４に設けられている図示して
いない手動光量調整ボタンを用いて、光量の加減調整が可能となっている。例えば、光量
増加ボタンが操作されると、制御部２２は、その光量増加ボタンの操作に応じて、前記モ
ータ２９を駆動制御して、前記絞り２６の開口を開き、光量減少ボタンが操作されると、
制御部２は、その光量減少ボタンの操作に応じて、前記モータ２９を駆動制御して、前記
絞り２６の開口を閉じる。
【００４９】
このような内視鏡システムにおいて、再使用時の動作について、図３を用いて説明する、
ステップＳ１で、光源装置１３の駆動電源がオンされると、ステップＳ２で前記制御部２
２のＦＲＡＭ２２ｃに記憶されている前回使用時に設定された各種操作条件を読み出し、
ステップＳ３でその読み出した前回設定条件から調光条件は、自動調光であったか判定さ
れる。
【００５０】
このステップＳ３で前回の調光は、自動調光であると判定されると、ステップＳ４で、前
回設定されている自動調光の絞り２６の開口のインデックス値は、制限値以上であるか判
定される。
【００５１】
インデックス値とは、絞り２６の絞り羽根の角度によって設定される開口の大きさによる
透過光量を複数段階に区分した値で、例えば、５段階あるいは１０段階に暗から明に区分
される。
【００５２】
また、制限値とは、前述のライトガイドコネクタ１８、ライトガイド１９、照明レンズ１
５等が照明光で発熱を開始する光量値、すなわち、発熱開始のインデックス値である。な
お、自動調光の制限値は、被写体までの距離と光量によって設定される。
【００５３】
このステップＳ４の判定の結果、前回のインデックス値が自動調光の制限値以下（発熱し
ない光量値）である判定されると、ステップＳ５で前記ステップＳ２で読み出した前回の
インデックス値に絞り２６を設定するように前記絞りモータ駆動回路４８を駆動させる。
【００５４】
前記ステップＳ４の判定の結果、前回のインデックス値が光量の制限値以上（発熱する光
量値）と判定されると、ステップＳ６で絞り２６を自動調光の光量制限値（発熱しない光
量値）に設定するように前記絞りモータ駆動回路４８を駆動させる。
【００５５】
前記ステップＳ３で、前回の調光は、手動であると判定されると、ステップＳ７で、前回
設定されている絞り２６の開口のインデックス値は、発熱する光量の限界の手動制限値以
上であるか判定される。
【００５６】
手動調光調整は、絞り２６の絞り羽根の角度により設定される光透過開口の大きさにより
光量が設定される。このため、手動調光制限値は、照明光で発熱しない限界光量を透過さ
せる絞り羽根の角度で設定される。
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【００５７】
　このステップＳ７の判定の結果、前回のインデックス値が手動制限値以上（発熱しない
光量値）である判定されると、 テップＳ８で絞り２６を手動光量の制限値（発熱しない
光量値）に設定するように前記絞りモータ駆動回路４８を駆動させる。
【００５８】
前記ステップＳ７の判定の結果、前回のインデックス値が手動光量の制限値以下（発熱し
ない光量値）と判定されると、ステップＳ９で前記ステップＳ２で読み出した前回のイン
デックス値に絞り２６を設定するように前記絞りモータ駆動回路４８を駆動させる。
【００５９】
すなわち、前回の照明光量が発熱限界値以上の場合は、発熱限界値以下に設定し、前回発
熱限界値以下の場合は、その発熱限界値以下の前回設定値に設定することで、内視鏡装置
の準備完了から実際の診断観察までの間で生じる照明光による発熱を回避し、発熱による
内視鏡装置の劣化が防止できる。
【００６０】
なお、自動および手動の調光制限値は、照明光量による発熱限界値としたが、この発熱限
界値以下であれば良く、例えば、駆動電源オン時に、照明光を全く透過させない状態とし
たり、あるいは、照明が点灯していることが確認できる程度の光量を出力するように、絞
り２６を設定したり、術者や介助者が自由に設定できるようにすることも可能である。
【００６１】
また、前回の設定条件の内、ターレット２５を例えば赤外線フィルタが設定されている等
の特殊フィルタが設定されている場合、駆動電源オン時には、前回ターレット２５の設定
条件を解除して、必ず通常フィルタが設定されるようにすることも可能である。
【００６２】
さらにまた、前記ステップＳ３で手動調光モードであると判定されると、調光モードを自
動調光モードに切換設定することも可能である。あるいは、駆動電源オフ時に、現在操作
条件をクリアさせて、全ての操作条件を所定の条件に設定させるようにすることも可能で
ある。
【００６３】
次に、図２を用いて調光装置について詳述する。前記ＣＣＤ１６で露光変換撮像されたＲ
ＧＢ映像信号は、ビデオプロセッサ１２で合成テレビ映像信号に生成されると共に、デジ
タル映像信号に変換される。このデジタル映像信号の内、輝度信号は、ある所定の値にオ
フセットされた１０ｂｉｔのデジタル輝度信号ＥＥに変換される。このオフセットされた
デジタル輝度信号ＥＥと、水平同期信号ＨＤと、垂直同期信号ＶＤは、デジタル・アナロ
グ変換回路（以下、Ｄ／Ａ回路と称する）４４に入力され、アナログ輝度信号ＥＥに変換
される。このアナログ輝度信号ＥＥは、前述したように、前記デジタル輝度信号は、所定
の値にオフセットされているので、例えば、オフセット値～５Ｖに変換される（前記デジ
タル輝度信号ＥＥがオフセットされていない場合は、Ｄ／Ａ回路４４からの輝度信号ＥＥ
は、０～５Ｖに変換される）。このＤ／Ａ回路４４でアナログに変換された輝度信号ＥＥ
は、マイクロプロセッサ（以下、ＭＰＵと称する）４５に出力される。このＭＰＵ４５で
は、前記Ｄ／Ａ回路４４からのアナログ輝度信号ＥＥから前記絞り２６を駆動させる駆動
値ＥＥＶを算出し、その算出された駆動値ＥＥＶは、ＭＰＵ４５のＤ／Ａ回路４４から出
力して、自動／手動切換回路４７を介して、絞りモータ駆動回路４８に出力される。
【００６４】
自動／手動切換回路４７は、前記コントロールパネル基板３４に設けられている光量調整
切換ボタンにより自動調光、または手動調光が選択が行われた際に、その自動または手動
調光の選択情報がＭＰＵ４５に入力され、その自動または手動調光の選択情報の基で、拡
張ポート４６を介して、自動／手動切換回路４７を切り換える切換信号を出力するもので
ある。
【００６５】
前記絞りモータ駆動回路４８は、前記ＭＰＵ４５から自動／手動切換回路４７を介して入
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力された駆動値ＥＥＶの基で絞りモータユニット４９（図１の絞り２６のモータ２９に付
加されているユニット）を駆動するドライブ信号（ＤＲＶ）４８ａを生成供給する。この
ドライブ信号（ＤＲＶ）４８ａによって、絞りモータユニット４９により絞り２６が前記
インデックス値に対応して駆動される。
【００６６】
この絞りモータユニット４９には、絞り２６の開口を設定する絞り羽根の角度を検出する
センサと、絞りモータ２９のモータダンピング量を検出するセンサが設けられており、前
記絞り羽根角度検出センサからは、絞り羽根角度検出信号（ＰＯＴ）４９ａが絞りモータ
駆動回路４８に入力され、前記絞りモータ２９のモータダンピングセンサからは、ダンピ
ング信号（ＤＭＰ）４９ｂが絞りモータダンピング補正回路５０に入力される。
【００６７】
この絞りモータダンピング補正回路５０は、前記ダンピング信号（ＤＭＰ）４９ｂの基で
、絞りモータ２９のダンピング補正信号を生成して、前記絞りモータ駆動回路４８に出力
する。これにより、前記絞り２６の絞りバネの角度補正、つまり、絞り開口の補正を行う
。
【００６８】
このような構成の調光装置の動作を図４を用いて説明する。従来は、図４（ａ）に示すよ
うに、前記輝度信号ＥＥが低いと絞り２６を開く方向に前記絞りモータ駆動回路４８を駆
動制御し、輝度信号ＥＥが高いと絞り２６を閉じる方向に前記絞りモータ駆動回路４８を
駆動制御している。このために、前記ビデオプロセッサ１２と光源装置１３との間の通信
ケーブル３５が接続されていない、通信ケーブル３５が断線、あるいは、コネクタの不完
全装着等で、ビデオプロセッサ１２から光源装置１３のＤ／Ａ回路４４に入力される輝度
信号ＥＥが零となると、前記ＭＰＵ４５は光量不足と判定して、絞り２６を開く方向に絞
りモータ駆動回路４８を駆動制御してしまい、前記内視鏡スコープ１１の照明レンズ１５
から投射される照明光量を増加させるために、絞り２６を全開状態へと駆動させる。
【００６９】
これにより、前記内視鏡スコープ１１のライトガイドコネクタ１８、照明レンズ１５、お
よびライトガイド１９には、前記絞り２６の全開による最大光量の照明光が入射されて、
発熱することになる。
【００７０】
このため、本発明の内視鏡システムは、図４（ｂ）に示すように、前記輝度信号ＥＥをオ
フセットさせていると、輝度信号ＥＥがオフセット値以下の場合は、前記ビデオプロセッ
サ１２からの輝度信号ＥＥが通信ケーブル３５を介して、光源装置１３に供給されてない
異常発生と判断して、前記フロントパネル基板３４に設けられている異常告知手段である
、例えば赤色ＬＥＤを点滅点灯させたり、発音素子を駆動させて、異常告知音を発生させ
ると共に、発熱しない光量となるように、前記絞り２６を駆動制御するようにしている。
【００７１】
このような調光装置のＭＰＵ４５の動作を図５を用いて説明する。図５（ａ）は従来の調
光装置におけるＭＰＵの動作で、ステップＳ１１で前記ビデオプロセッサから輝度信号Ｅ
Ｅを取り込み、ステップＳ１２でこの取り込んだ輝度信号ＥＥは、標準的所定光量である
インデックス値（以下、所定インデックス値と称する）であるか判定する。
【００７２】
なお、この所定インデックス値は、術者が設定可能とするもので、前述の数段階の照明光
量の診断観察部位によって、可変可能である。
【００７３】
前記ステップＳ１２で、輝度信号ＥＥが所定インデックス値よりも小さい場合には、ステ
ップＳ１４で前記絞り２６を透過する光量を増加させるように、前記絞りモータ駆動回路
４８を駆動制御する。
【００７４】
前記ステップＳ１２で、輝度信号ＥＥが所定インデックス値よりも大きい場合には、ステ
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ップＳ１３で前記絞りを透過する光量を減少させるように前記絞りモータ駆動回路４８を
駆動制御する。
【００７５】
前記ステップＳ１３，１４の絞りモータ駆動回路４８により、ステップＳ１５で、絞りモ
ータユニット４９を駆動して、絞り２６を透過する光量を変化させて、前記ステップＳ１
１に戻るようになっている。
【００７６】
このために、前記ビデオプロセッサ１２から光源１３の調光装置に輝度信号ＥＥが何らか
の理由によって、供給されなくなると、前記輝度信号ＥＥは所定インデックス値よりも小
さいために、ＭＰＵ４５は前記絞り２６を透過する光量を増やす方向に駆動制御してしま
い、この光量増加によりスコープ１１の発熱劣化となる。
【００７７】
　これに対して、図５（ｂ）に示すように、本発明の内視鏡システムの光源装置１２の調
光装置は、ステップＳ２１で、ビデオプロセッサ１２でオフセットされた輝度信号ＥＥを
ＭＰＵ４５に取り込み、ステップＳ２２で、この取り込んだオフセットされた輝度信号Ｅ
Ｅは、オフセット値以上である 判定し、オフセットされた輝度信号ＥＥがオフセ
ット値以下であると判定されると、ステップＳ２３で、例えば、術者が設定した所定イン
デックス位置、例えば５段階の調光の中間であるインデックス値３に前記絞り２６を設定
するように、前記絞りモータ駆動回路４８を駆動制御すると共に、前記フロントパネル基
板３４に設けた輝度信号異状を告知するＬＥＤの点灯点滅や異常告知発音を行い、術者や
介助者に告知して前記ステップＳ２１に戻る。
【００７８】
前記ステップＳ２２で、前記ビデオプロセッサ１２から取り込んだオフセットされた輝度
信号ＥＥがオフセット値以上であると判定されると、ステップＳ２４以降が実行される。
【００７９】
なお、このステップＳ２４以降は、前述した図５（ａ）のステップＳ１２以降と同じで、
ステップＳ２４は前記ステップＳ１２と、ステップＳ２５は前記ステップＳ１３と、ステ
ップＳ２６は前記ステップＳ１４と、ステップＳ２７は前記ステップＳ１５とそれぞれ対
応しているため、説明は省略する。
【００８０】
以上詳述したように、本発明の内視鏡システムは、内視鏡診断観察時に照明光を最大光量
にて診断観察したり、あるいは、内視鏡診断観察終了後の内視鏡システムの撤収収納時に
誤って、照明光を最大光量となるようにして、その照明光の最大光量とした操作状態が前
回操作設定条件として記憶されている場合に、その前回操作設定条件が記憶された内視鏡
システムを新たな診断観察に用いる際に、前記記憶されている前回操作設定条件の基で、
診断観察操作設定されるが、この前回操作設定条件から照明光の光量条件を内視鏡スコー
プのライトガイドコネクタ、ライトガイド、および照明レンズ等で発熱することのない所
定の照明光量となるように設定変更することか可能となり、内視鏡スコープの発熱劣化を
防ぐことが可能となった。
【００８１】
また、前記ビテオプロセッサと光源装置との間を接続する通信ケーブルの断線、通信ケー
ブルの接続コネクタの不正接続または不完全接続、あるいは前記ビデオプロセッサと光源
装置との信号授受機能の不動作等によって、前記光源装置へビデオプロセッサからの輝度
情報が入手できずに、前記光源装置の調光機能が照明光の光量不足として光量増大させる
ように作用するが、本発明の内視鏡システムは、前記ビデオプロセッサて生成する輝度情
報に所定のオフセット値を設けたことにより、ビデオプロセッサからの輝度情報がオフセ
ット値以下の場合には、光源装置の調光機能で、照明光を所定光量に設定すると共に、術
者に告知するようにしたことで、照明光量の異状状態が防止でき、かつ、術者に異常発生
を告知可能とした。
【００８２】
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ところで、従来の内視鏡システムにおいては、内視鏡診断観察時の操作設定条件、内視鏡
システムの消毒滅菌等のメンテナンス、内視鏡システムの補修サービス、および内視鏡診
断観察実施等の各種データを記録保管管理する必要がある。
【００８３】
このような内視鏡システムに関する膨大な各種データの記録保管管理は、電池駆動させた
ＲＡＭや不揮発性メモリ等に記録保管するようになっている。しかしながら、前記電池駆
動ＲＡＭは、電池の管理が不充分であるとＲＡＭに記録されているデータを消失させてし
まうことになることから、別にデータバックアップを設ける必要があった。
【００８４】
また。不揮発性メモリは、書込／読み出し時間が遅いことと、書込回数に制限があるため
に、同じくデータバックアップに制限を設ける必要があった。
【００８５】
このような、長期間膨大なデータを保管管理するために、光源装置１３の制御部２２に、
前述の各種データを記録保管管理用の記憶手段として、ＦＲＡＭ（強誘導体メモリ）を用
いる。このＦＲＡＭは、書込／読み込み時間が早いこと、バックアップ電池を必要とせず
、さらに、書込回数に制限がないことから、長期に渡るデータ保持の信頼性を向上させる
ことが可能となった。
【００８６】
　なお、前述の本発明の実施形態の説明において、前記照明光量の調整制御に、絞り２６
の開口を調整制御する例を用いたが、前記ターレット２５に設けられた減衰フィルタを光
路上に配置するように制御することや、あるいは、前記光源２４にスイッチングレギ レ
ータ２３から供給する点灯電流を制御して、所定の光量となるように制御することも可能
である。
【００８７】
［付記］
以上詳述した本発明の実施形態によれば、以下のごとき構成を得ることができる。
【００８８】
（付記１）
被写体を照明する照明光を手動および自動で調光可能な光源装置を有する内視鏡装置であ
って、
内視鏡装置を使用した際に設定された各種操作条件の設定値を記憶する記憶手段と、
内視鏡装置を再使用する際の駆動電源投入時に、前記記憶手段に記憶されている前回設定
された操作条件設定値の少なくとも照明光の調光設定値を読み出す読み出し手段と、
前記読み出し手段で読み出した前回の調光設定値を所定値と比較する比較手段と、
前記比較手段による比較の結果、前回の調光設定値が所定値以上の場合には、調光値を所
定値になるように設定し、あるいは前回の調光設定値が所定値以下の場合は、調光値を前
回の調光設定値になるように設定する調光設定手段と、
を具備することを特徴とした内視鏡システム。
【００８９】
（付記２）
前記比較手段において、前記読み出し手段により前記記憶手段から読み出した前回の調光
設定値と比較する所定値は、前回設定値が自動調光の場合には、被写体距離と光量とを基
に設定される第１の所定値を用い、手動調光の場合には、絞りの絞りバネ角度を基に設定
される第２の所定値を用いることを特徴とした付記１記載の内視鏡システム。
【００９０】
（付記３）
前記読み出し手段で前記記憶手段から読み出した前回の調光設定値が、手動調光の場合に
は、前回の手動調光を解除して、自動調光の所定値に設定することを特徴とした付記１ま
たは２のいずれかに記載の内視鏡システム。
【００９１】
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（付記４）
前記内視鏡装置の駆動電源オフ時には、内視鏡装置使用時に設定した各種操作条件の設定
値を所定の操作条件設定値に設定させることを特徴とした付記１記載の内視鏡システム。
【００９２】
（付記５）
前記内視鏡装置の駆動電源オン時には、各種光学フィルタを有するターレットの前回使用
光学フィルタに関係なく、光源からの照明光をそのまま透過させる通常フィルタを光路上
に設定することを特徴とした付記１記載の内視鏡システム。
【００９３】
（付記６）　被写体を照明する照明光を手動および自動で調光可能な光源装置と、被写体
撮像する電子撮像装置を有する内視鏡装置であって、
前記電子撮像装置で電子撮像された被写体像信号から輝度データ信号を生成し、かつ、そ
の輝度データ信号をオフセットするビデオプロセッサ手段と、
前記ビデオプロセッサ手段でオフセットされた輝度データ信号を基に、前記光源装置の光
量を調整する光量調整手段と、
前記ビデオプロセッサ手段でオフセットされた輝度データ信号をオフセット値と比較する
比較手段と、
前記比較手段で比較の結果、前記ビデオプロセッサ手段からの輝度データ信号がオフセッ
ト値以下の際に、告知する告知手段と、
を具備することを特徴とした内視鏡システム。
【００９４】
（付記７）
前記調光設定手段または前記調光調整手段は、前記照明光の光路上に設けられた絞りを駆
動制御することを特徴とする付記１乃至６のいずれかに記載の内視鏡システム。
【００９５】
（付記８）
前記調光設定手段または前記調光調整手段は、前記照明光路上に減光フィルタを配置させ
て、所定光量とすることを特徴とする付記１乃至６のいずれかに記載の内視鏡システム。
【００９６】
（付記９）
前記調光設定手段または前記調光調整手段は、前記照明光の光源の点灯電流を制御するこ
とを特徴とする付記１乃至６のいずれかに記載の内視鏡システム
【００９７】
【発明の効果】
本発明の内視鏡システムは、前回の操作条件が照明光量最大であっても、今回内の視鏡診
断観察する際に 視鏡診断観察準備から術者による内視鏡診断観察実行までの間に時間
を要しても発熱することがなくなり、内視鏡装置の熱劣化が軽減される効果を有している
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る内視鏡システムの一実施の形態を示すブロック図。
【図２】本発明に係る内視鏡システムに用いる調光装置を示すブロック図。
【図３】本発明に係る内視鏡システムの照明光量設定動作を説明するフローチャート。
【図４】本発明に係る内視鏡システムの輝度信号と絞りの関係を説明するタイムチャート
。
【図５】本発明に係る内視鏡システムの照明光量制限動作を説明するフローチャート。
【符号の説明】
１１…電子内視鏡スコープ
１２…ビデオプロセッサ
１３…光源装置
１４…モニタ

10

20

30

40

50

(12) JP 3938675 B2 2007.6.27

、内



１５…照明レンズ
１６…固体裸像素子（ＣＣＤ）
１９…ライトガイド
２０…信号ケーブル
２２…制御部
２３…スイッチングレギュレータ
２４…光源
２５…ターレット
２６…絞り
２７…ＲＧＢ回転フィルタ
２８～３１…モータ
３３…センサ
３４…フロントパネル基板
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(14) JP 3938675 B2 2007.6.27



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－０２５４５５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０２４２１９（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２０１８９２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０８７２２１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－０３６７１６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０７００７０（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０７５２１９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－２２２２８６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０１－１６６７３９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61B  1/00-1/32
              G02B 23/24-23/26

(15) JP 3938675 B2 2007.6.27



专利名称(译) 光源装置

公开(公告)号 JP3938675B2 公开(公告)日 2007-06-27

申请号 JP2001329566 申请日 2001-10-26

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパス光学工业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

[标]发明人 高橋智也

发明人 高橋 智也

IPC分类号 A61B1/06 G02B23/24 A61B1/04 A61B1/045 A61B1/05 A61B1/07

CPC分类号 A61B1/045 A61B1/05 A61B1/0638 A61B1/0646 A61B1/0669 A61B1/07

FI分类号 A61B1/06.A G02B23/24.Z A61B1/045.610 A61B1/06.612 A61B1/07.730

F-TERM分类号 2H040/CA06 4C061/AA00 4C061/BB02 4C061/CC06 4C061/DD00 4C061/GG01 4C061/LL01 4C061
/NN01 4C061/QQ09 4C061/RR02 4C061/RR14 4C061/RR15 4C061/RR17 4C061/RR23 4C061/RR26 
4C161/AA00 4C161/BB02 4C161/CC06 4C161/DD00 4C161/GG01 4C161/LL01 4C161/NN01 4C161
/QQ09 4C161/RR02 4C161/RR14 4C161/RR15 4C161/RR17 4C161/RR23 4C161/RR26

代理人(译) 伊藤 进

其他公开文献 JP2003126032A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：在此时可以在先前的操作条件下设定操作条件的内窥镜
系统中，当先前的照明光量被设置为最大并且在该条件下以照明光量重
置时，发生发热劣化和功耗。需要一种克服这些的内窥镜系统。 解决方
案：内窥镜装置具有能够手动/自动调节对象的照明光的光源装置，并且
存储在使用内窥镜11时设定的操作条件，以及内窥镜当再次接通电源
时，将先前设置的存储的光调节设定值与预定值进行比较，并且如果先
前的光调节设定值等于或大于预定值，则光调节值变为预定值。在内窥
镜系统中，如下设置光圈26，或者设置光圈26，使得如果先前的调光设
置值或小于预定值，则调光值变为先前的调光设置值。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/dc5a7c06-bec3-40e8-8a5d-c4f587cb4950
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019145451/publication/JP3938675B2?q=JP3938675B2

